
〇　申請手続きの流れ（イベント等）

検討段階 空き状況の確認、仮予約 ※ 2月中旬頃、翌年度仮予約開始（公共優先後、教育機関、一般）

↓

使用日の1ヶ月前までに 事前協議 ※ 予定日の2ヶ月前までになければ自動削除します。

↓ 　 企画書や使用概要がわかる資料を作成し、事前協議をお願いします

使用日の2週間前までに 申請書、関係書類の提出 ※ 郵送・メール可。ただし同意書等は原本必須となります

↓

 審査 ※ 不許可の場合有があります。内容修正後、再提出することは可能です

↓

審査後 許可書・納付書の発行 ※ 公園緑地課窓口での受渡しになります（郵送受取希望の場合は、申請時に返信用封筒を同封して下さい）

↓

 使用料の支払い ※ 納付書に記載の金融機関等（コンビニ含む）で支払いが可能です

↓

使用日前の開庁日 施設・鍵類の貸与 ※ 公園緑地課窓口での受渡しになります

↓

イベント開催 準備・設営・本番 

↓

イベント終了後 撤収・清掃、原状回復 ※ 公園管理者が現場確認を行います（写真提出の場合もあり）

↓　　

使用後の翌開庁日  貸与物の返却 

↓

 復旧確認 

↓

 終了 

（注意）このフロー図は一般的なものです。申請内容によっては、フロー図と異なる場合がありますので、ご了承ください。



〇　申請手続きの流れ（公園施設設置・占用等）

使用日の1ヶ月前までに 事前協議 ※ 占用等の理由書、使用概要がわかる資料を作成し、事前協議をお願いします。

↓

使用日の2週間前までに 申請書、関係書類の提出 ※ 郵送・メール可。ただし同意書等は原本必須となります。

↓

 審査 ※ 不許可の場合有があります。内容修正後、再提出することは可能です

↓

許可・納付書の発行  ※ 公園緑地課窓口での受渡しになります

↓ 　（郵送受取希望の場合は、申請時に返信用封筒を同封してください）

 使用料の支払い ※ 納付書に記載の金融機関等（コンビニ含む）で支払いが可能です

↓

工事着手・完了 

↓ 更新・継続申請 ※ 更新・継続申請がある場合

設置状況の確認 　 オンライン申請システムでの更新手続きが可能です。

↓ 　 許可条件に記載ある期限までに更新手続きをお願いします。

施設の供用を開始 

↓

許可期間満了・終了

↓

 原状回復前の状況確認 ※ 公園管理者と事前の日程調整をお願いします。

↓

 回復作業の指示 

↓

 原状回復後の状況確認 ※ 原状回復の作業前、作業中、作業後の写真を記録し、提出するようお願いします。

↓

終　了

（注意）このフロー図は一般的なものです。申請内容によっては、フロー図と異なる場合がありますので、ご了承ください。


